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厚生労働省老健局老人保健課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体   御 中 

← 厚生労働省 老健局老人保健課 
 

今回の内容 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施

行について（通知） 

計６枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線、３９４９、３９８９)  
FAX : 03-3595-4010 

 



 

老 発 0 6 0 3 第 ３ 号 

令 和８年６月３日 

 

   都道府県知事 

 各 指定都市市長  殿 

   中核市市長 

 

 

                      厚 生 労 働 省 老 健 局 長 

                      （ 公  印  省  略 ） 

 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための 

関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について（通知） 

 

 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（令和８年法律第 27 号。以下「地方分権一括法」という。）については、

本日公布され、介護保険法（平成９年法律第 123 号）の一部改正に係る部分は同日に

施行することとされたところである。 

 「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律」の成立を踏まえた対応について（依頼）」（令和８年６月３日府分推

第 49 号内閣府事務次官通知）に基づき、下記のとおり介護保険法の一部改正部分に

関する趣旨及び主な内容を通知するので、十分御了知の上、管内市町村（特別区を含

む。）等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

第１ 趣旨 

  地方分権改革については、毎年、内閣府において地方公共団体からの提案を受け

付け、地方公共団体への事務・権限の移譲、地方に対する義務付け・枠付けの見直

し等に関し、各制度を所管する省庁とともに当該提案への対応方針について検討を

行い、政府として閣議決定を行っているところである。 

今般、「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年 12 月 23 日閣

議決定）を踏まえ、介護保険法について所要の措置を講ずるものである。 

 

第２ 介護保険法の一部改正部分に関する主な内容 



 

１ 都道府県は、介護サービス事業者等に対し、介護サービス等の事業に従事する

者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことがで

きるものとする。（介護保険法第 115 条の 50 第１項関係） 

２ 都道府県は、１の補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事

務（交付の決定を除く。４において同じ。）を国民健康保険団体連合会に委託す

ることができるものとする。（介護保険法第 115 条の 50 第２項関係） 

３ 国は、都道府県が１の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、

当該都道府県が介護サービス事業者等に対して補助した金額の全部又は一部を補

助することができるものとする。（介護保険法第 127 条の２関係） 

４ 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う１の補助金の交付

に関する事務を行うものとする。（介護保険法第 176 条第１項第４号関係） 

 

第３ 施行期日 

  介護保険法の一部改正部分は公布の日（令和８年６月３日）に施行するものとす

る。（地方分権一括法附則第１条第１号関係） 

 

第４ 施行に向けた留意事項 

令和７年度補正予算により実施している「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改

善支援事業」については、国民健康保険団体連合会において当該事業の補助金支払

等に対応するシステムを構築していないため、当該事業については、引き続き各都

道府県において補助金支払事務等に対応する必要があることについて留意されたい。 
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第
五
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
募
集
地
方
債
証
券
等
に
関
す
る
事
項
の
決
定
）

第
五
条
の
六

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
発
行
す
る
地
方
債
証
券
等
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
都
度
、
募
集
地
方
債
証
券
等
（
当
該
募
集
に
応
じ
て
当
該
地
方
債
証
券
等
の
引
受
け
の
申
込
み
を
し

た
者
に
対
し
て
割
り
当
て
る
地
方
債
証
券
等
を
い
う
。）に
つ
い
て
そ
の
総
額
、
利
率
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事

項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
八
を
第
五
条
の
十
一
と
す
る
。

第
五
条
の
七
の
見
出
し
中
「
地
方
債
証
券
」
を
「
地
方
債
証
券
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
証
券
を
発
行
す
る
方
法

に
よ
つ
て
地
方
債
を
起
こ
す
場
合
に
お
い
て
は
、」を
削
り
、「
共
同
し
て
証
券
」
を
「
、
共
同
し
て
地
方
債
証
券
等
」

に
、「
当
該
地
方
債
」
を
「
当
該
地
方
債
証
券
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
十
と
し
、
第
五
条
の
六
の
次
に
次
の

三
条
を
加
え
る
。

（
地
方
債
原
簿
）

第
五
条
の
七

地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
債
証
券
等
を
発
行
し
た
日
以
後
遅
滞
な
く
、
地
方
債
原
簿
を
作
成
し
、
こ

れ
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

総
務
省
関
係

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
四
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
条
例
の
」
を
「
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
予
算
の
要
領
の
公
表

及
び
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
決
算
の
要
領
の
公
表
の
ほ
か
、
条
例
で
」
に
、「
毎
年
二
回
以
上
」
を

「
毎
会
計
年
度
少
な
く
と
も
一
回
以
上
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
中
「
住
所
並
び
に
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に

改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
住
所
並
び
に
」
を
削
る
。

第
二
百
九
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
五
条

市
町
村
又
は
特
別
区
は
、
財
産
区
の
財
産
又
は
公
の
施
設
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
条
例
で
、
財
産
区
の
議
会
又
は
総
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
も
、
市
町
村
又
は
特
別
区
の
議
会
に
議
案
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
産
区
の
議
会
又
は
総
会
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
財
産
区
に
関
し
市
町
村
又

は
特
別
区
の
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
（
同
項
の
条
例
の
改
廃
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、
当
該
財
産
区
の
議
会
又

は
総
会
が
議
決
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
制
定
又
は
改
廃
」
と
あ
る
の
は
「
改

廃
」
と
、「
市
町
村
又
は
特
別
区
の
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
区
の
議
会
又
は
総
会
」
と
す
る
。

第
二
百
九
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
の
条
例
中
に
こ
れ
を
規
定
し
な
け
れ
ば
」
を
「
前
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め

な
け
れ
ば
」
に
改
め
、「
、
ま
た
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二

編
」
を
「
前
編
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、「
基
く
」
を
「
基
づ
く
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
以
て
こ
れ
を
」
を
「
も
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
百
九
十
五
条
」
を
「
第
二
百
九
十

五
条
第
一
項
」
に
、「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
の
項
中
「
第
十
四
条
第
三
項
（
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、」を
削
る
。

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
五
の
見
出
し
中
「
証
券
発
行
」
を
「
地
方
債
証
券
等
の
発
行
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
証
券
」
を

「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
、「
に
お
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、「
、
売
出
し
」

を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

地
方
債
証
券

二

地
方
債
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
債
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の

第
五
条
の
五
第
二
項
中
「
前
項
の
証
券
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
次
条
か
ら
第
五
条
の
十
ま
で
に
お
い

て
「
地
方
債
証
券
等
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
八
年
六
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

法
律
第
二
十
七
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

内
閣
府
関
係
（
第
一
条
）

第
二
章

総
務
省
関
係
（
第
二
条
慺
第
七
条
）

第
三
章

法
務
省
関
係
（
第
八
条
）

第
四
章

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
九
条
・
第
十
条
）

第
五
章

国
土
交
通
省
関
係
（
第
十
一
条
慺
第
十
四
条
）

附
則

第
一
章

内
閣
府
関
係

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
中
「
設
置
者
（
以
下
こ
の
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
三
条
の
二
十
二
の
二
」
を
加
え

る
。第

三
十
三
条
の
十
九
第
一
項
中
「
こ
の
項
、
次
項
並
び
に
第
三
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
こ

の
節
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
二
の
二

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
障
害
児
福
祉
計
画
に
基
づ
く
障
害
児
通
所
支
援
等
の
提
供

体
制
の
確
保
そ
の
他
障
害
児
通
所
支
援
等
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
対
象
事
業
者
そ
の
他
障
害
児
通
所
支
援
等
の

提
供
を
行
う
者
に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
（
交
付
の
決

定
を
除
く
。
第
五
十
六
条
の
五
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）を
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
中
「
前
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
の
二
十
二
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
十
六
条
の
三
の
二

国
庫
は
、
都
道
府
県
が
第
三
十
三
条
の
二
十
二
の
二
に
規
定
す
る
補
助
金
の
交
付
を
行
う

場
合
に
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
当
該
都
道
府
県
が
同
条
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
補
助
し
た
金
額
の
全
部
又
は

一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
の
五
の
二
中
「
関
す
る
業
務
」
の
下
に
「
並
び
に
第
三
十
三
条
の
二
十
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
る
。



別添


HTJGP
ノート注釈
HTJGP : Completed

HTJGP
ノート注釈
HTJGP : None
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（
会
社
法
の
準
用
）

第
五
条
の
八

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
六
百
七
十
七
条
か
ら
第
六
百
八
十
条
ま
で
、
第
六
百

八
十
二
条
、
第
六
百
八
十
三
条
、
第
六
百
八
十
四
条
第
一
項
、
第
六
百
八
十
五
条
（
第
五
項
を
除
く
。）、
第
六
百

八
十
六
条
か
ら
第
七
百
一
条
ま
で
、
第
七
百
三
条
、
第
七
百
五
条
（
第
四
項
を
除
く
。）、
第
七
百
八
条
及
び
第
七

百
九
条
の
規
定
は
、
地
方
公
共
団
体
が
地
方
債
証
券
等
を
発
行
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
法
第
六
百
七
十
八
条
第
二
項
中
「
第
六
百
七
十
六
条
第
十
号
の
期
日
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
で
定
め
る

期
日
」
と
、
同
法
第
六
百
九
十
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
種
類
」
と
あ
る
の
は
「
内
容
を
特
定
す
る
も
の
と
し
て

政
令
で
定
め
る
事
項
」
と
、
同
法
第
七
百
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
社
債
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
債

証
券
等
の
管
理
の
委
託
を
受
け
た
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で

定
め
る
。

（
国
外
地
方
債
証
券
等
の
特
例
）

第
五
条
の
九

地
方
公
共
団
体
は
、
国
外
地
方
債
証
券
等
（
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
発
行
す
る
地
方
債
証
券
等

を
い
う
。）を
発
行
す
る
場
合
に
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
国
外
地
方
債
証
券
等
の
準
拠
法
又
は

発
行
市
場
の
慣
習
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
波
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
条
の
二
第
三
項
中
「
総
務
省
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
の
事
務
所
に
備
え
付
け
、」を
削
る
。

第
四
章

厚
生
労
働
省
関
係

（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
十
五
条
の
四
十
九
」
を
「
第
百
十
五
条
の
五
十
」
に
改
め
る
。

第
六
章
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
都
道
府
県
の
援
助
等
）

第
百
十
五
条
の
五
十

都
道
府
県
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
事
業
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
第
一
号
事
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
業
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
従
事
す
る
者
の
確
保
の
た
め
の
費
用
に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
必
要

な
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務

（
交
付
の
決
定
を
除
く
。
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
百
二
十
七
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
国
の
補
助
）」を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

第
百
二
十
七
条
の
二

国
は
、
都
道
府
県
が
第
百
十
五
条
の
五
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
行
う
場

合
に
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
が
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
補
助
し
た
金
額
の
全
部

又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
七
十
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
百
十
五
条
の
五
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る

事
務

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
地
域
生
活
支
援
事
業
」
を
「
地
域
生
活
支
援
事
業
等
」
に
、「
第
七
十
八
条
」
を
「
第
七
十
八
条
の
二
」

に
改
め
る
。

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

地
域
生
活
支
援
事
業
等

第
三
章
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
都
道
府
県
の
人
材
確
保
支
援
事
業
）

第
七
十
八
条
の
二

都
道
府
県
は
、
指
定
事
業
者
等
、
指
定
相
談
支
援
事
業
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
と
し
て

主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
相
談
支
援
に
従
事
す
る
者
の
確
保
の
た
め
の
費
用

に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務

（
交
付
の
決
定
を
除
く
。
第
九
十
六
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。）を
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

国
は
、
都
道
府
県
が
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
行
う
場
合
に
は
、
予
算
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
が
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
補
助
し
た
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
六
条
の
二
中
「
関
す
る
業
務
」
の
下
に
「
並
び
に
第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
か

ら
委
託
を
受
け
て
行
う
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
る
。

（
地
方
公
営
企
業
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
の
二
第
一
項
中
「
管
理
者
は
」
の
下
に
「
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
予
算
の
原
案
の
作
成

及
び
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
算
の
調
製
の
ほ
か
」
を
加
え
、「
少
く
と
も
二
回
」
を「
少
な
く
と
も
一
回
」

に
改
め
、「
書
類
を
」
の
下
に
「
作
成
し
、」を
加
え
る
。

（
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
中
「
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回
の
」
を
「
後
遅
滞
な
く
、」に
、「
二

箇
月
を
」
を
「
二
月
を
」
に
改
め
る
。

（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回
の
」
を
「
後
遅
滞
な
く
、」に
改
め
る
。

第
三
章

法
務
省
関
係

（
戸
籍
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
二
十
一
条
の
三
」
を
「
第
百
二
十
一
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
す
る
第
十
条
第
一
項
の
請
求
又
は
前
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
す
る
」
を
「
第
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
戸
籍
又
は
除
か
れ
た
戸
籍
が
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
第
十
条
第
一
項
の
請
求
又
は
」
に
改
め
、「
）
は
」
の
下
に
「
、
戸
籍
謄
本
等
又
は
除
籍
謄
本
等

に
代
え
て
」
を
加
え
、「
つ
い
て
も
」
を
「
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
請
求
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
て
す
る
と
き
（
本
籍
地
の
市
町
村
長
以

外
の
指
定
市
町
村
長
に
対
し
て
す
る
と
き
に
限
る
。）も
、
同
様
と
す
る
。

第
百
二
十
条
の
三
第
四
項
中
「
、
第
一
項
」
を
「
、
第
一
項
後
段
」
に
改
め
、「（
本
籍
地
の
市
町
村
長
以
外
の
指

定
市
町
村
長
に
対
し
て
す
る
も
の
に
限
る
。）」
を
削
る
。

第
六
章
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
二
十
一
条
の
四

戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
若
し
く
は
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
の
発
行

を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
機
関
（
議
会
を
除
く
。）又
は
当
該
機
関
の
属
す
る
地
方
公
共
団
体
が
、
第
百
二
十
条

の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
戸
籍
電
子
証
明
書
又
は
除
籍
電
子
証
明
書
の
提
供
を
求
め
る
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共

団
体
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
料
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


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第
五
章

国
土
交
通
省
関
係

（
測
量
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
り
、「
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
」
を
「
公
示
し
な
け

れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
終
つ
た
と
き
は
」
を
「
終
わ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
」
に
、「
関
係
都
道
府
県

知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
」
を
「
公
示
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

国
土
地
理
院
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
技
術
的
助
言
を
行
う
も
の
と
し
、
測
量

計
画
機
関
は
、
当
該
技
術
的
助
言
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
公
共
測
量
を
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
実
施
の
公
示
）

第
三
十
六
条
の
二

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
助
言
を
受
け
た
測
量
計
画
機
関
は
、
そ
の
実
施
し
よ
う
と

す
る
公
共
測
量
の
地
域
、
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
国
土
地
理
院
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

測
量
計
画
機
関
は
、
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
国
土
地
理
院
の
長
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
地
理
院
の
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
中
「
、
第
三
十
六
条
」
を
「
か
ら
第
三
十
六
条
の
二
ま
で
」
に
改
め
、同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
四
条
の
規
定
は
、
国
土
地
理
院
が
実
施
す
る
公
共
測
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
九
条
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、「
に
準
用
す
る
」
を
「
に
つ
い
て
準
用
す
る
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
三
項
（
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、」を
削
る
。

（
港
湾
法
等
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回
の
」
を
「
後
遅
滞
な
く
、」に

改
め
る
。

一

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
十
条
の
八
第
一
項

二

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項

三

地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項

四

広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
三
十
条
の
六
第
一
項

（
土
地
区
画
整
理
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
組
合
が
、
当
該
届
出
に
併
せ
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
理
事
の
住
所
に
つ
い

て
そ
の
一
部
の
み
を
公
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
住
所
の
一
部
の
公
告
を
も
つ
て
住

所
の
全
部
の
公
告
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
一
般
財
団
法
人
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
」
を
加
え
る
。

（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
・
第
百
十
四
条
」
を
「
慺
第
百
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
の
表
第
六
十
七
条
第
一
項
の
項
中
「
第
五
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百

五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
一
条
第
七
項
の

項
中
「
第
五
条
の
六
」
を
「
第
五
条
の
八
」
に
、「
地
方
債
の
募
集
又
は
」
を
「
地
方
債
証
券
等
の
」
に
、「
募
集
等
受

託
者
」
を
「
管
理
受
託
者
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
一
条
第
八
項
の
項
中
「
募
集
等
受
託
者
」
を
「
管
理
受
託
者
」

に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
第
一
項
中
「
も
の
」
の
下
に「（
以
下
「
振
替
地
方
債
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
当
該
地
方
債
」を「
当

該
振
替
地
方
債
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
地
方
債
で
振
替
機
関
が
取
り
扱
う
も
の
」
を「
振
替
地
方
債
」に
、「
当

該
地
方
債
」
を
「
当
該
振
替
地
方
債
」
に
改
め
、
第
六
章
第
一
節
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
振
替
地
方
債
に
つ
い
て
の
地
方
財
政
法
の
適
用
除
外
）

第
百
十
四
条
の
二

振
替
地
方
債
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
の
八
に

お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
百
八
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
百
八
十
八
条
第
一
項
、
第
六
百
九

十
条
第
一
項
、
第
六
百
九
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
九
十
三
条
第
一
項
、
第
六
百
九
十
四
条
第
一
項

並
び
に
第
六
百
九
十
五
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
中「（
第
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
六
条
（
第
一
号
を
除
く
。）に
規
定
す
る

振
替
地
方
債
を
い
う
。）」
を
削
り
、「
第
百
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
百
十
五
条
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中「（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
会
社
法
第
七
百
五
条
第
二
項
に
規
定
す

る
」
を
「
第
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
、
第
百
十
四
条
」
を
「
か
ら
第
百
十
四
条
の
二
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
、
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
並
び
に
附
則
第
六
条
、
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規

定

公
布
の
日

二

第
十
三
条
の
規
定

令
和
八
年
十
月
一
日

三

第
二
条
（
地
方
自
治
法
別
表
第
一
測
量
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）の
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。）

及
び
第
十
一
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日

四

第
二
条
（
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。）、
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定

並
び
に
次
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定

令
和
九
年
四
月
一
日

五

第
八
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
財
政
法
の
規
定
は
、
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後

に
募
集
又
は
交
付
を
す
る
地
方
債
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
募
集
又
は
交
付
を
し
た
地
方
債
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
六
十
八
条
中
「
第
二
百
九
十
五
条
」
を
「
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
、

同
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

（
入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
第
二
百
九
十
五
条
」
を
「
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
印
紙
税
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

印
紙
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
文
書
名
の
欄
中
「
及
び
第
二
号
並
び
に
」
を
「
、
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
」
に
改
め
る
。
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（
調
整
規
定
）

第
十
条

附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
が
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法

律
第
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
中
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
六
条
の
う
ち
印
紙
税
法
別
表
第
三
の
改
正
規
定

及
び
附
則
第
一
条
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
規

定
中
「
及
び
第
二
号
」
を「
、
第
二
号
及
び
第
四
号
」

に
改
め
る
。

第
六
条
の
う
ち
印
紙
税
法
別
表
第
三
の
改
正
規
定
中

「
）
第
五
十
六
条
の
五
の
二
（
連
合
会
の
業
務
）
の
規

定
に
よ
る
業
務
」
の
下
に
「
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
二
号
及
び

第
三
号
（
同
条
第
二
号
の
業
務
に
係
る
業
務
に
限
る
。）

（
連
合
会
の
業
務
）
に
掲
げ
る
業
務
」
を
加
え
、「
及
び

第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
及
び
第
四
号
」に
改
め
、「「
第

五
十
六
条
の
五
の
二
（
連
合
会
の
業
務
）
の
規
定
に
よ

る
業
務
」
の
下
に
「
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号

（
同
条
第
二
号
の
業
務
に
係
る
業
務
に
限
る
。）（
連
合

会
の
業
務
）
に
掲
げ
る
業
務
」
を
加
え
、」を
削
る
。

附
則
第
一
条
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

削
除

附
則
第
一
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
中
「
第
五
十

六
条
の
五
の
二
（
連
合
会
の
業
務
）
の
規
定
に
よ
る
業

務
」
の
下
に
「
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
六
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
（
同

条
第
二
号
の
業
務
に
係
る
業
務
に
限
る
。）（
連
合
会
の

業
務
）
に
掲
げ
る
業
務
」
を
加
え
、「
及
び
第
二
号
」
を

「
、
第
二
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

環
境
大
臣

石
原

宏
高

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
務
大
臣

平
口

洋

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

令和年月日 水曜日 第号官 報

（
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
証
券
発
行
の
」
を
「
地
方
財
政
法
第
五
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
債
証

券
等
（
次
号
及
び
第
三
十
二
条
第
五
項
第
四
号
に
お
い
て
「
地
方
債
証
券
等
」
と
い
う
。）を
発
行
す
る
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
証
券
発
行
の
」
を
「
地
方
債
証
券
等
を
発
行
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
五
項
第
四
号
中
「
証
券
発
行
の
」
を
「
地
方
債
証
券
等
を
発
行
す
る
」
に
改
め
る
。

（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
う
ち
印
紙
税
法
別
表
第
三
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
一
条
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
中
「
及

び
第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。
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